
政
令
第
二
百
十
二
号

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
職
業

安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
五
条
の
六
第
一
項
第
三
号
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
七
十
五
条
第
一
項
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第

十
四
条
第
一
項
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
職
業
安
定
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
業
安
定
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
条
の
五
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
五
条
の
六
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
第
五
条
の
四
」
を
「
第
五
条
の
四
第
一
項
（
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項

（
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
条
の
五
」
に
、
「
第
五
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
五
条
の
六

1



第
三
項
」
に
、
「
、
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
の
三
」
を
「
並
び
に
第
四
十
条
、
法
第
四
十
二
条
の
二
」
に
、
「
第
五
十
一

条
」
を
「
法
第
五
十
一
条
」
に
改
め
る
。

（
建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
三
第
四
号
中
「
第
六
十
五
条
第
八
号
」
を
「
第
六
十
五
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。

（
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
第
五
号
中
「
（
職
業
紹
介
」
を
「
（
職
業
紹
介
等
」
に
、
「
を
い
う
。
次
号
及
び
次
条
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
、
労
働
者
供
給
（
同
条
第
七
項
」
を
「
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
募
集
情
報
等
提
供
、
同
条
第
八
項
」
に
、

「
を
い
う
。
次
号
及
び
次
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
労
働
者
派
遣
（
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中

「
職
業
紹
介
、
労
働
者
供
給
、
労
働
者
派
遣
」
を
「
職
業
紹
介
等
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
三
号
中
「
職
業
紹
介
、
労
働
者
供
給
、
労
働
者
派
遣
」
を
「
職
業
紹
介
等
」
に
改
め
る
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）
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第
四
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二

十
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
八
号
中
「
労
働
者
供
給
」
を
「
労
働
者
の
供
給
」
に
改
め
、
「
対
す
る
職
業
紹
介
、
児
童
に
対
す
る
労
働
者
の

募
集
」
の
下
に
「
、
児
童
に
対
す
る
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
情
報
若
し
く
は
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
児
童
に
関
す
る
情

報
を
対
象
と
す
る
募
集
情
報
等
提
供
」
を
加
え
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
四
号
及
び
第
七
十
八
条
第
一
号
中
「
募
集
」
の
下
に
「
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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